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1. 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】

の概要  

1.1 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】の目的と位置付け  

「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】」は、ダム湖及びその周辺に生息・生育する生物とそ

の生息・生育環境との関係を的確に把握し、生物の良好な生息・生育環境の保全を念頭に

おいた適切なダム管理に資することを目的として行うものである。 

さらに、今回の改訂にあたって、「河川水辺の国勢調査【河川版】」とも連携し、水系一

貫の視点等からの調査計画（全体調査計画）の策定や調査結果のとりまとめを行うことに

より、一層適切なダム管理に資するものである。 

また、管理段階のダム等（ダム、堰、湖沼水位調節施設及び遊水地）においては、一層

適切な管理が行われることを目的に「ダム等管理フォローアップ制度」が平成 8 年度から

試行され、平成 14 年度から本格実施されている。この制度のもとで、ダム等施設の管理状

況を的確に把握するため、水質、生物、堆砂状況などの環境変化、洪水調節及び利水補給

の実績、さらに水源地域の人口動態などについて調査を行うこととなっており、このうち

生物及びダム湖利用実態については「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】」の結果がフォロー

アップ調査に活用されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】」の位置付け 

※1：基本調査は、全体調査計画を踏まえて実施する。なお、全体調査計画とは、より適切で効率的な基

本調査を実施するため、水系一貫の視点や調査項目間の関連性を踏まえた視点等から、今回の改訂

により作成することとしたものである（詳細はⅠ-4 頁参照）。 
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1.2 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】改訂の概要  

1.2.1 枠組みの変更  

平成 17 年度までは、「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】」として、魚介類調査、底生動

物調査、動植物プランクトン調査、植物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、

陸上昆虫類等調査の 7 項目の生物調査と、ダム湖利用実態調査を実施していた。 

平成 18 年度以降は、これらの調査を継続する（図 1.2 参照）とともに（魚介類調査は

魚類を対象とした魚類調査とし、エビ・カニ・貝類を対象とする調査は底生動物調査で

実施する）、植物調査における植生分布調査（植生図作成調査）等の枠組みを変更し、新

たに水生生物の生息・生育環境を把握するための水域調査（瀬淵等の分布状況の把握）

等を加え、ダム湖環境基図作成調査に統合するものとする（図 1.3 参照）。 

また、長期的な視点に立って生物の生息・生育状況の把握を行う調査を基本に（『基本

調査』）、生物の良好な生息・生育環境の保全を念頭においた適切なダム管理に資するた

め、ダム管理上の全国的な課題を把握するための『テーマ調査』、流域住民等と連携しな

がら行う『モニター調査』を導入することとした（図 1.2 参照）。 

なお、本マニュアルは、これらの調査のうち、『基本調査』を実施する際のマニュアル

である。 

 

「基本調査」：ダム湖及びその周辺に特有な環境における生物の生息・生育状況の把握を目

的に、定期的、統一的、継続的に実施する調査（平成 17 年度まで実施されてい

た 7 項目の生物調査に相当） 

     魚介類調査における流入河川踏査、植物調査における植生分布調査（植生図作

成調査）等の枠組みを変更し、ダム湖周辺環境の場を把握するためのダム湖環

境基図作成調査 

 

「テーマ調査」：基本調査の結果等を踏まえたうえで、生物に配慮した適切なダム管理を推

進するために、状況把握、解明・解決が必要な全国的あるいは今後全国に波及

すると考えられる課題について詳細に把握するための調査 

 

「モニター調査」：基礎情報を補完し環境情報の充実を図るとともに、地域と一体となって

ダム湖及びその周辺環境の保全と整備に取り組む協力・連携体制（パ－トナ－

シップ）の強化及び情報の共有化、並びに市民等による身近な生物等の調査を

通じてダム湖及びその周辺環境に対する理解を深めるための調査 

 

「ダム湖利用実態調査」：ダム事業、ダム管理を適切に推進するため、ダムに関する利用者

や利用実態等の基礎情報の収集整理を図るための調査 
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図 1.2 「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】」の枠組みの変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 植生分布調査等のダム湖環境基図作成調査への統合 

平成 17年度以前 平成 18年度以降 

：本マニュアルの対象範囲 

※１：「魚介類調査」は、魚類のみを対象とした「魚類調査」とし、介類（エビ・カニ・貝類）については「底生動物調査」で取り扱うものとする。 

※２：「平成 13 年度版 河川水辺の国勢調査【河川版】河川水辺総括資料作成調査の手引き（案）」(2001)国土交通省河川局河川環境課 

：【ダム湖版】

：【河川版】

・魚類調査※1

・植物調査

平成17年度以前

　魚介類調査
※1
・現地調査(捕獲等)

　　　　　　　・流入河川踏査
　
　植物調査　　・植物相調査
　　　　　　　・植生分布調査
　　　　　　　・群落組成調査

平成18年度以降

ダム湖環境基図作成調査
・陸域(植生図作成)調査
・水域調査(瀬淵等の分布)
・構造物調査(横断工作物の設置状況等)河川環境基図作成調査【河川版】※2

・陸域(植生図作成)調査
・水域調査
・構造物調査
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1.2.2 全体調査計画の策定  

平成 18 年度から調査を実施するにあたり、基本調査の全調査項目(魚類調査、底生動物

調査、動植物プランクトン調査、植物調査、鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、

陸上昆虫類等調査及びダム湖環境基図作成調査)を対象に、より適切で効率的な調査を実

施するために、水系一貫の視点や調査項目間の関連性を踏まえた視点等から、全体調査

計画を策定することとした。 

なお、策定された全体調査計画は、河川環境において著しい変化が生じた場合等必要

に応じて、おおむね 5 年に一度見直しの検討を行うものとする。 

 

(1) 水系一貫の視点  

これまで各事務所で個別に現地調査がなされてきた調査項目について、水系全体を通

じて各生物の生息・生育状況の把握・評価ができるように、各河川事務所やダム管理所

等が連携し、事前に十分な調整を図り、同一年の調査項目を水系単位で統一した水系一

貫の計画を策定することとする。 

 

(2) 各調査項目の関連性を踏まえた視点  

調査項目間の関連性を考慮し、魚類と底生動物や、植物と陸上昆虫類等といった生態

学的な関連性を踏まえた、調査地区の配置や調査時期を設定することが必要である。な

お、設定にあたっては、既往の河川水辺の国勢調査の実施状況を整理したうえで、調査

地区の継続性についても考慮することが重要である。 

 

表 1.1 全体調査計画策定のイメージ（調査スケジュール） 

水

系
名 

河川名・ 
ダム名 

管理する
事務所等 

管理 
区間 

(km) 

調査スケジュール 

3巡目 4巡目 

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

●
●
川
水
系 

●●川 

▲▲河川
事務所 

0.0～
45.6km 

A 
B 

D 
E 

F G H 

全
体
調
査
計
画
の
策
定 

A B 
C 
E 

D 

F A B 
C 
E 

G 

H 

□□河川
事務所 

45.6～
120.4km 

◇◇県土
木事務所 

120.4～
145.0km 

－ － － － － － 

△△川 

▲▲河川
事務所 

0.0～
6.0km 

D 
E 

F G H D G 

○○県土
木事務所 

6.0～
20.4km 

－ － － － － － 

△△ダム 
(補助) 

○○県土
木事務所 

15.2～
18.5km 

D 
E 

G H 
A 
B 

F 

D G 

■■川 
□□河川
事務所 

0.0～
17.1km 

A 
B 

D 
E 

F G H 

■■ダム 
■■ダム
管理所 

20.2～
22.5km 

D 
E 

G H 
A 
B 

F 

◆◆ダム 
◆◆ダム

管理所 

10.5～

13.1km 
G H 

A 

B 
C 

D 

E 

 
魚類調査、底生動物調査、ダム湖環境基図作成調査、動植物プランクトン調査については、

それぞれのダムで原則として 5年に 1回、他の項目については原則として 10年に 1回実施

する（2.2参照）。 
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2. 基本調査の概要  

2.1 基本調査の目的と位置付け  

「河川水辺の国勢調査【ダム湖版】（基本調査）」（以下、基本調査とする）は、ダム湖

及びその周辺に特有な環境における生物の生息・生育状況を把握することにより、生物

の良好な生息・生育環境の保全を念頭においた適切なダム管理に資することを目的とし

ている。また、ダム湖及びその周辺における生物の生息・生育環境を把握することによ

り、ダム湖内の水質障害や周辺環境の変化等をいち早く発見することができ、利水障害

やダム湖周辺山地の変化によるダム湖の水質や流入水質の長期的な変化の傾向も把握で

きる。さらに、ダムからの放流水が下流の河川生態系に実際に影響を与えているのか等

も、長期的に継続把握していくことで、変化や影響が生じた際の適切な保全対策の検討

にもつなげることができる。 

そのため、基本調査は、定期的（5 年または 10 年に 1 回）、継続的（平成 2 年度から

実施）、統一的（マニュアルにおいて調査方法・頻度等を規定）に、ダム湖及びその周辺

における生物の生息・生育状況を把握するための調査として位置付けられるものである。 

ただし、基本調査ではダム湖及びその周辺における生物の生息・生育状況に関する全

国的な変化の傾向や長期的な変遷等について、概略的にしか把握することができないた

め、これらの結果を踏まえ、解決すべき課題がある場合には、課題解決のために必要か

つ詳細な調査が実施され、必要に応じて保全対策が実施されることになる。 

例えて言うならば、健康管理のために受診する定期健康診断が「基本調査」、さらに精

密検査が「テーマ調査」や「フォローアップ調査」に相当し、精密検査の結果をもとに、

必要に応じて「保全対策」が実施されることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 基本調査の位置付け（イメージ） 
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（精密検査） 

個別ダムの 

課題把握 

全国的な 

課題把握 

保全対策の実施 
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フォローアップ制度 

試
験
湛
水
終
了 

試
験
湛
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開
始 

ダ
ム
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設
開
始 

フォローアップ委員会 

モニタリング部会 

試験湛水前 

(１年間) 

試験湛水中 試験湛水後 

モニタリング調査(5 年程度) 調査 河川水辺の国勢調査【ダム湖版】 

移行措置期間 

※1 回目の調査は従来通

り全項目5年に1回程度 

改訂後の頻度に移行 

 

2.2 調査項目及び調査頻度  

基本調査は表 2.1 に示す 8 項目の調査から構成されており、魚類調査、底生動物調査、

動植物プランクトン調査、ダム湖環境基図作成調査については、それぞれのダムで 5 年

に 1 回、他の項目については 10 年に 1 回実施することとする。ただし、洪水等により現

地の地形や植生の状況が大きく変化するなど、環境が激変した場合は、必要に応じて調

査頻度を増やすなど、河川環境の変化を適切に把握できるように調査頻度を変更しても

よい。また、新たに管理に移行したダム等における各調査項目 1 回目の調査は、従来通

り全項目 5 年に 1 回程度の頻度で調査が実施されるように調査頻度を設定するものとし、

1 巡の調査終了以降は表 2.1 に示す調査頻度に移行する（図 2.2 参照）。 

なお、基本調査の実施にあたっては、より適切で効率的な調査を実施するために、水

系一貫の視点や調査項目間の関連性を踏まえた視点等から策定された「全体調査計画」

を策定したうえで実施するものとする。 

表 2.1 調査項目及び調査頻度 

No. 調査項目 調査対象 基本的な調査頻度 

1 生
物
調
査 

魚類調査 魚類 5年に 1回 

2 底生動物調査 水生昆虫を主体とし、貝類、

甲殻類、ゴカイ類、ヒル類等 

5年に 1回 

3 動植物プランクトン調査 動物プランクトン 

植物プランクトン 

5年に 1回 

4 植物調査（植物相） 維管束植物（シダ植物及び種

子植物） 

10年に 1回 

5 鳥類調査 鳥類 10年に 1回 

6 両生類・爬虫類・哺乳類調査 両生類、爬虫類、哺乳類 10年に 1回 

7 陸上昆虫類等調査 陸上昆虫類、クモ目 10年に 1回 

8 ダム湖環境基図作成調査 植生分布、河川の物理環境等 5年に 1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 モニタリング調査からの移行イメージ 
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2.3 調査手順  

基本調査の手順は、図 2.3 に示すとおりである。 

調査地区及び調査時期・回数等については、

全体調査計画において設定されるので、基本的

にはそれに沿って実施する。ただし、洪水等に

より現地の状況が大きく変化した場合には、必

要に応じて変更してもよい。 

なお、現地調査計画の策定や調査結果とりま

とめ・考察等のそれぞれの段階において、河川

水辺の国勢調査アドバイザー（2.6.1 参照）」等

から適切な助言を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3 基本調査の手順     
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2.4 調査地区※等  

2.4.1 調査地区等の定義  

ダム湖、ダム湖周辺、流入河川及び下流河川を含む範囲を基本調査における調査区域

とする。その他に、ダム建設に伴い改変された原石採取跡地や建設発生土処分場、大規

模な法面等の地形改変箇所や生物の生息・生育環境を創出する目的で整備されたビオト

ープ、湿地、池等の環境創出箇所がある場合は、必要に応じて調査区域に含める。 

調査区域、ダム湖環境エリア区分、調査地区については、全体調査計画において設定

されるため、基本調査の実施にあたっては、現地の状況が大きく変化していない限り、

全体調査計画に従って実施するものとする。 

なお、本調査マニュアルは山間部に建設されたダムを想定して策定されているため、

立地特性が大きく異なる遊水地や調節池等において調査を実施する場合は、巻末の留意

事項を参考にしたうえで、適切な調査地区を配置するようにする。 

 

表 2.2 調査地区等の定義 

調査地区等 説明 

調査区域 調査対象となるダム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河川、その他を含む範囲

全体を指す。 

 

ダム湖環境エリア

区分 

調査区域をダム湖、ダム湖周辺、流入河川、下流河川、その他（地形改変箇所、

環境創出箇所等）に分類した各区分を指す。 

 

調査地区※ 

(調査地点に相当) 

各ダム湖環境エリア区分内に設定された代表的な場所を調査地区とする。基本

的に各ダム湖環境エリア区分に１調査地区が設定されることとなるが、鳥類のダ

ム湖面・水位変動域のようにダム湖環境エリア区分全体が調査地区となる場合も

ある。 

 

調査対象環境区分 ダム湖環境基図で表現される生物の生息・生育環境の単位を指す。水域では早

瀬、淵、ワンド・たまり等、陸域では植物群落の基本分類に相当する区分である。 

 

調査箇所 調査地区内における生物の生息・生育状況を把握するために実際に調査するラ

イン・ポイント等が調査箇所である。１つの調査地区内において、できるだけ多

様な環境を網羅できるように、調査対象環境区分ごとに数か所の調査箇所を設定

する。 

 

 

※本マニュアルにおいては、【河川版】と整合を図るため、平成 6年度版マニュアルにおけ

る「調査地点」を「調査地区」と呼ぶこととする。 
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図 2.4 調査地区等のイメージ 

 

魚類調査地区設定（例） 

減水区間の有無や支川

の流入状況等による生物

相の違いを考慮し、「下流

河川」においては 2 か所

の調査地区を設定した。 
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2.4.2 調査地区番号の設定  

魚類調査、底生動物調査、動植物プランクトン調査、植物(植物相)調査、鳥類調査、両

生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査の実施にあたって、調査地区に調査地区

番号を設定する。調査地区番号は水系ごと、ダムごと、ダム湖環境エリア区分ごとに次

のように設定する。 

なお、調査地区が変更となった場合は、変更前後の対応状況を記録したうえで、番号

をふり直すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査地区番号の付け方  

△△川水系○○ダムの下流河川における調査地区の場合: 

△ ○ 下 № 

 

 

 

※1: ダム湖環境エリア区分ごとの略称は以下の通りとする。 

ダム湖→湖、ダム湖周辺→周、流入河川→入、下流河川→下、その他→他 

※2: ダム湖、ダム湖周辺、その他など、距離標が不明確または無い場合は、適宜わかり

やすい順番となるよう工夫する。 

 

例. 荒川水系の浦山ダムの下流河川における最も下流側の調査地区 

   → 荒浦下 1 

  筑後川水系の松原ダムのダム湖周辺における調査地区 

   → 筑松周 2 

水系名の 

頭文字 

ダム湖環

境エリア

区分名の

略号※1 

ダム名の 

頭文字 

ダム湖環境エリア

区分ごとに基本的

に下流側から連番

とする※2 
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2.5 調査にあたっての留意点  

2.5.1 現地調査を実施する際の留意点  

現地調査において、生物を捕獲・採集する際には、事前に届出等が必要になる場合が

あるため、表 2.3 に示す法令等に十分留意する。 

また、現地調査の際に私有地等に立ち入る場合は、事前に十分協議した上で、現地調

査を実施するように留意する。 

 

表 2.3 生物を捕獲・採集する際に留意すべき法令等 

法令等 関連機関 

文化財保護法 文化庁 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 環境省 

鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律 環境省 

自然公園法 環境省 

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 環境省 

漁業法及び水産資源保護法（内水面漁業調整規則、海区漁業調整規則） 水産庁 

森林法 林野庁 

都道府県・市町村の条例（文化財保護条例・環境保全条例等） 都道府県 

 注）届出等については、都道府県の関係部局が窓口となっている場合がある。 
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2.5.2 重要種※  

以下に該当するものを事前調査、現地調査、調査結果とりまとめ等の際に“重要種”

として取り扱うものとする（平成 6 年度版マニュアルにおける“特定種”に該当する）。 

なお、以下の法令及び文献等に記載された種等について、変更や追加があった場合は

最新のものに従うものとする。ただし、とりまとめ終了間際に最新版が発行された場合

など、作業上やり直しが生じる場合には、必要に応じて次年度以降に対応する。 

 

〔全調査項目共通〕 

(ア) 「文化財保護法、地方公共団体における条例」で指定された天然記念物（天然

記念物には家畜も対象に含まれている場合があるが、野生種のみを対象とする）。 

(イ) 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内希少野生動

植物種 

(ウ) 「自然公園法」による指定動植物（調査区域の一部または全域が自然公園と重

なる場合） 

(エ) 「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物－レッドデータブック－」掲載種

及び「レッドリスト」掲載種 

(オ) 「都道府県・市町村作成のレッドデータブック」掲載種 

 

〔植物調査・ダム湖環境基図作成調査のみ該当〕 

(カ) 環境庁編(1980)第2回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)特定植物群落調査報

告書「日本の重要な植物群落」における特定植物群落 

(キ) 環境庁編(1988)第3回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)特定植物群落調査報

告書(追加調査・追跡調査)「日本の重要な植物群落Ⅱ」における特定植物群落 

(ク) 「緑の国勢調査(昭和 51 年 3 月)」における「すぐれた自然の調査」の貴重な群

落 

 

 

 

 

 

 

※本調査においては、環境アセスメント等との整合を図るため、平成 6 年度版マ

ニュアルにおける「特定種」を「重要種」と呼ぶこととする。 
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2.5.3 外来種※  

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」（平成 17 年 10 月 1 日

施行）において、海外起源の外来生物であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業

へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定された「特定外来生物」

については、現地調査や調査結果とりまとめの際に留意して取り扱うものとする（記録

内容等の詳細については、各調査項目を参照すること）。 

また、「特定外来生物」に指定されていない国外外来種・国内外来種についても、結果

とりまとめの際に整理しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本調査における「外来種」については、基本的に、おおむね明治以降に人為的影響により侵

入したと考えられる国外由来の動植物(国外外来種)を取り扱うこととする。 

 なお、外来種とは、本来その生物が生息していない地域に貿易や人の移動などを介して意図

的・非意図的に持ち込まれた動植物をいい、海外から日本に持ち込まれたものだけではなく、

国内の種であっても島など独自の生態系を持つ場所に、他の場所から持ち込まれたものは外

来種（国内外来種）となる。したがって、明らかに他から持ち込まれたと判断できる国内外

来種についても、国外外来種と同様に整理しておく。 

 

 参考：環境省外来生物法ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/ 
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2.6 調査精度の確保  

基本調査においては、現地調査計画の策定、現地調査（種の同定等を含む）、調査結果

とりまとめ等の各段階において、図 2.5 に示す仕組みにより適切な調査精度が確保され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 調査精度確保のための仕組み 

 

 

 

2.6.1 河川水辺の国勢調査アドバイザー※の助言  

基本調査の実施にあたっては、河川生態等に精通した学識経験者等の河川水辺の国勢

調査アドバイザーの助言を得て、適切な調査が行われるよう留意する。基本的には以下

に示す区切りごとに助言を受けるものとする。 

 

◆現地調査計画の策定段階：文献の確認、聞き取り対象者、調査地区、調査箇所、調査

時期、調査方法 等 

 
全体調査計画の策定 

＜精度確保のための仕組み＞  

現地調査計画の策定 

現地調査 

調査結果とりまとめ 

 

調査結果とりまとめ 

（全国単位） 

河川水辺の国勢調査アドバイザー  

 

河川水辺の国勢調査のための生物リスト  

標本の作製 

・調査計画、調査実施、調査結果等について助言  

・準拠文献の統一  

・同定精度の確保  

・誤入力の防止  

・自動チェックによる調査結果の照査  

・確認種名の精査  

・確認種の分布状況の精査  

河川水辺の国勢調査入出力支援システム  

 

スクリーニング 

 

調査実施 

翌年度 

調査実施 

年度 



Ⅰ 概要編 

 Ⅰ-15 

◆調査結果のとりまとめ・考察段階：調査結果の精査・評価、今後に向けた課題 等 

 

なお、現地調査時においても、必要に応じて河川水辺の国勢調査アドバイザー※から調査

方法、種の同定等について助言を受けてもよい。 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 河川水辺の国勢調査のための生物リスト※の活用  

河川水辺の国勢調査において、目撃・捕獲・採集した生物の同定にあたっては、専門

的、統一的な視点から作成された「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に掲載さ

れた参考文献、留意事項を参考に実施する。 

また、種の名称等や並び順についても、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」に

従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 河川水辺の国勢調査入出力支援システム※の活用  

基本調査で得られた結果は、「河川水辺の国勢調査入出力支援システム【ダム湖版】」※

を用いてデータ入力を行う。システムを用いることにより、搭載された生物リストによ

る誤入力の防止、重要種の抽出、統一されたフォーマットでの整理などの調査結果とり

まとめ作業の支援、調査実施者及びダム管理者による２段階の照査が実施されることに

なる。 

 

 

 

 

 

 

※「河川水辺の国勢調査アドバイザー」とは、各地方整備局等により、当該調査に関する調査

計画、調査実施、調査結果等について助言を得るために依頼された専門的知識を有する学識

経験者等である。 

※「河川水辺の国勢調査入出力支援システム【ダム湖版】」の使用方法については、操作マニュ

アルを参考にすること。なお、入出力支援システムにおいては毎年の調査結果を踏まえた生

物リストの更新を行っているため、最新版を用いてデータ入力等を行う必要がある。 

入出力支援システム及び操作マニュアルの最新版については、国土交通省河川局水情報国土

データ管理センターのホームページ（http://www3.river.go.jp/IDC/）より入手可能である。 

※「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」は毎年の調査結果を踏まえた更新を行っている

た め 、 国 土 交 通 省 河 川 局 水 情 報 国 土 デ ー タ 管 理 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www3.river.go.jp/IDC/）に掲載された最新版を参考にする。 
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2.6.4 スクリーニングの実施  

河川水辺の国勢調査の結果とりまとめ終了後、全国単位での調査結果を公表するにあ

たり、調査の精度を確保するために、調査項目ごと（魚類、底生動物、動植物プランク

トン、植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等）の専門的知識を有する学

識経験者よるスクリーニングが実施される。 

なお、最終的な調査結果の確定（種リストの確定）は、調査実施年度の翌年度に実施

されるスクリーニングの後となり、場合によっては現地調査結果が修正されることもあ

るので留意する。 

 

スクリーニングの視点 

◆最新の知見に基づく種名等の精査 

分類体系の変更、新種記載等の最新の知見を踏まえ、種名等を精査する。 

◆分布状況の妥当性の精査 

既知の分布状況を踏まえ、調査対象ダム周辺における分布が妥当なものかどうか精査

する。 

 

 

2.6.5 標本の作製と保管  

(1) 標本の作製  

現地調査の際、同定が困難な種等について、後日、学識経験者によるスクリーニング

の際に再同定が可能となるよう、捕獲・採集した個体等の標本を作製する（標本対象種、

作製方法等の詳細については各調査項目参照）。 

 

(2) 標本の保管  

同定に伴う標本の保管期間は、基本的にはスクリーニングによる確認種リストの確定

までとし、それまでは確実に保管するものとする。 

 

(3) 標本の有効活用  

作製された標本は、今後蓄積されていくことによって、ダム湖及びその周辺環境が生

物からみてどのような変動をしているかを長期的に追跡するための貴重な基礎的資料に

なると考えられる。 

また、保管期間が終了した標本については、作製した標本を有効活用するという意味

からも、できるだけ博物館等の受け入れ先を探すことに努め、我が国の生物多様性を把

握するうえで、極めて重要となる自然的資産としての標本の有効活用を図るものとする。 



Ⅰ 概要編 

 Ⅰ-17 

 

2.7 安全管理  

現地調査に際しては、参考文献等の内容を踏まえ、下記のとおり安全管理に努めること

とする。 

 

2.7.1 調査前の準備等  

(ア) 調査に適した服装、安全管理に必要な携行品を確認し、準備する。 

例）・安全靴、ゴム長靴、軍手、雨具、防寒具、着替え等 

・ヘルメット、救命（安全）胴着、救急セット、連絡体制表、熊鈴、通信機具（携

帯電話・トランシーバー）等 

(イ) 野外に生息する危険な生物（ハチ、マムシ、クマ等）の被害を受けたときの対処（応

急手当等）をあらかじめ確認し、薬品・必要な器具などを装備に含める。 

(ウ) 天気予報等による天候、気象状況等を確認し、適宜行程の見直しを行う。 

 

 

2.7.2 調査時の注意点  

(ア) ガレ場や崖地形、水域等、現地の地形に応じた危険予知を行い、十分な装備を持つ

とともに無理な行動は行わない。 

(イ) 特に河川の場合には、降雨による急激な増水、急流、深みなどの危険が想定される

ことを十分に留意しておく。 

(ウ) 現地調査に入る前に調査に適した服装、安全管理に必要な携行品を再確認する。 

(エ) 危険な生物（ハチ、マムシ、クマ等）に遭遇する危険を出来るだけ回避するよう心

掛ける（ハチの巣に近づかない等）。 

(オ) 車輌、調査機器の運用前点検、及び交通法規を遵守した安全運転、悪路走行時の安

全確認に努める。 
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